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経
営
苔
十
放
の
位
居
が
あ
ツ
た
向
、

法
に
一
張
所
ー
ね
の

l

地
十
倍
物
に
ん
U
T肝
が
以
南
か
れ
て
い
F
ハハ刊、

－
一
い
つ
ム
～
J

で
つ
に

企
業
式
市
安

と
径
百
主
を
含
む
一
い
民
の
財
E
H
F
－U
縦
ぜ
て
必

ιず
、
む
に
ろ
い
柱
y
p
一
レ
一
財
ぽ
が
台
按
に
川
附
わ
q
あ
コ
て
い
る

どハノ丸、〈ゾ、

4
4
7
！
 

同
波
符
竹
内
小
小
伝
業
に
と
1
一
て
事
業
品
紺
や
事
業
組
い
耐
の
改
編
は
、
会
什
の
行
統
L
Z
r
三
τ
fる
重
大
L
A
課
迦
で
あ
p
d

だ
け

c
tく

族
の
封
印
に
も
影
響
す
る
刊
泡
で
あ
ム
旬
。
半
業
本
継
に
J

い
て
は
、
，

F

－

数

数

午

、

没
後
復
興
期
な
い
し
品
佼

符
済
成
長
問
問
に
飢
議
し
た
巾
小
企
業
経
v
百
昔
日
ゲ
引
H

山
内
時
間
、
T
迎
え
た
こ
し
乙
や
、
は
什
営
昔
日
か
事
業
本
継
の
刊
川
被
を
と
る
こ
と
な
く
｝
く

な
り
そ
の
伎
の
へ
か
主
将
引
い
大
き
長
支
障
が
山
九
一
併
な
ど
、
出
宇
業
承
継
川
刈
喰
へ
の
司
、
心
は
高
ま
う
て
い
る
い
も
つ
Y

と
き
で
九
は
、
理
論

的ーと
L
う
よ
り
宗
務
的
で
あ
り
、
実
持
家
出
中
で
は
守
設
ム
し
い
九
り
も
ね
在
」
や
公
誌
余
計
上
の
活
刑
が
筒
先
さ
れ
、
経
色
”
株
式
一
T
財

定
の
不
紋
が
怯
先
訓
問
題
ー
と
な
る

む
ご
、
労
働
者
の
雇
用
の
用
料
開
庄
は
似
回
L
Lぷ
れ
が
ち
で
あ
る

事
業
承
継
汁
爺
や
そ
の
幸
信
と
し
て
事
業
組
織
の
見
院
し
日
r行
わ
れ
る
こ
と
が
あ
ふ
か
、
前
記
的
問
題
は
、
同
校
経
官
の
中
小
企
半
日

に
お
け
る
半
議
矧
織
の
弐
細
山
場
一
川
に
も
あ
ら
わ
れ
る
υ

同
校
経
常
に
お
い
て
は
、
創
業
者
ゎ
代
表
取
締
州
民
社
長
が
強
よ
な
惟
限
を

持
っ
て

v
る
こ
ど
も
少
な
く
な
く

鳩
山
に
戸
手
勺
て
ほ
」
れ
は
台
伝
的
に
と
ち
え
ら
九
る
い
か

他
方
で
、
会
主
」
川
川
の
意
思
統
一
を
は
か

〉
、
、

り
そ

1
u
大
局
的
吋
I
A
弛
PL
す
ー
っ
た
経
蛍
判
附
が
可
誌
で
あ
る
と
い
う

lvで
は
、
再
定
的
ド

Jm
ノ
ら
え
ら
れ
る
一

ん
企
業
が

経
営
を
強
化

L
税
務
対
設
や
効
霊
的
な
経
営
を
行
、
つ
と
め
に
あ
ゐ
ド
は
厳
し
い
経
伝
状

rh
キ
脱
却
す
る
と
め
に

的
ト
ん
な
仏
国
際
を

持
つ
一
に
い
る
経
常
持
の
判
断
で
、
む
す
楽
部
門
台
分
社
化
し
た
り

戸
た
と
乙
ば
、

p

ず
の

人
に
本
日
引
を

引
の
7
j
に
分
祉
を
江
せ
る

ム
ハ
採
FH
内
部
門
ゃ
い
万
社

Lγ£
主
同
時
し
か
一
り
し
て
（
一
一
と
で
品
川
い
グ
に
い
た

践
に
つ
い
ぐ
は
本
社
い
一
尽
守
こ
し
f
一
も
あ
る
）
、
事
業
皆
川
織
委
凡

直

γ
こ

2
が
あ
る

こ
ハ
は
企
業
粋
百
一
九
時
的
に
右
効
な
手
法
と
あ
る
と
詳
依
で
詐
ふ
さ
問
、
こ
の
よ
う
な
弔
業
詐
織
の
改
編
に
お
い

ピ
労
働
V
白
内
区
出
の
河
川
町
誌
が
し
ぽ
し
ぼ
賎
ろ
い
与
九
じ
い
る
の
と
は
な
い
が

と
内
野
r
A
必
が
牛
じ
る

事
業
羽
織
の
改
編
に
よ
り
、

帆

r
坪
吋
象
ど
な
っ
た
部
門
ゃ
ん
ん
刊
の
労
働
者
が
解
祝
さ
れ
る

F

、
レ
ペ
が
あ
る

使
山
市
者
が
労
働
省
を
制
雇
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ヘ
え
号
一
五
呉
一
が
あ
げ
ら
わ
る

こ
引
れ
は
会
副
昨
仰
川
町
が
偽
装
解
散
で
あ
る
と
し
て
、

の
底
い

mh貝
れ
い
が
当
｛
だ
き
れ
た
も
の
で
あ

る
が
、

も
っ
と
も
労
働
斗
件
に
お
い
て
、

崎山
F
一f
f
が
民
族
経
P
E
Jケ
ノ
汀
っ
て
い

判

決

壬

τ古
川
む
限
い
J

F

～
れ
は
公
民
在
世
ニ
一
案
て
は
な
ド
｝

る
か
否
か
や
夫
社
内
埠
撲
は

叶
J
A山
文
中
い
ふ
れ
り
へ
の
言

A
Uか
さ
れ
p
d

裁
河
町
内
刈
析
に
必
ず
し
合
必
要
ι
J
活
報
で
は
な
い
乃

C

と
は
浪
ら
れ
な
い

同
校
経

ra事
被
に
お
い
て
そ
れ
に
一
斉
位
さ
れ
る
円
松
門
が
あ
る
に
す
さ
な
い

と
く
い
同
校
経
r
呂
に
コ
い

C
は

こ
の
山
一
点
、

不
r
恨
の
河
建
設
定
ト
は
や
や
匙
が
あ
る

本
一
例

C
は
川
族
経
常
事
長
ゼ
あ
る
ヲ
〕
ど
が
判
伏
V
へ
か
ら
認
約
九
れ
、

か
つ
阿
波
経
営
ハ
リ
の
会
社
内
庭
用
責
任
安
一
防
定

L
た
事
例
い
し
し

て

H
本
吉
ユ
前
耐
究
所
ほ
か
f

十
件
（
東
京
地
判
干

一
心
労
判
一
ご
つ
わ
号
三
T
I
白
一
土
、
ウ

y
ブ
ス
ほ
か
事
件

（
札
幌

1
1
 

1

1

 

1
1
、

号
回
一
員
一
を
将
司
L

の
対
象
ど
司
ノ
U

こ
の
二
つ
の
事
件
は
一
恒
常
茶
グ
ル
ー
プ
が
形
成
さ
れ

ハ
－
一
考
判

〆1
1、一

ー、いス
j

一一
br
一

の
丘
中
世
木
グ
ル

i
Jノ
ム
r
h

、
グ
ル

i
y中
核
的
な
ヘ
ム
業
の
代
表
取
締
役
と
そ
の
一
族
ら
に
よ
り
経
営
さ
れ
に
L
る、

f

な
わ
ち
M
H
放
経
営
が
な
子
れ
て
い
る
こ
ど
、

3
念
青
労
働
者
が
解
足
さ
れ
ιぺ
ご
と
、
③
そ
の
解

E
は
不
当
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、

方
針
yiふ
鮮
E

d

h

f

公
－
ふ
ん
は
倒
産
士
、
u

d

市
教
ー
ピ
だ
め
、

一
一
己
責
任
を
果
た

t
t
y
L
と、

の
ど
め
原
ペ
カ
鈎
昌
子
川
鉄
経
営

内
の
別
会
社
に
提
出
京
任
を
求
め
た
こ
と
、

1世
7ヲ

一
周
知
快
好
子
宮
ド
お
け
る
一
川
族
性
の
強
度
、

倒
産

E

揮
役
会

い
う
点
で
共
辺
す
る
ご

札
の
日
放
総
長
一
門
で
の
役
員
づ
け
、

原
ι
U
労
働
者
の
L

札
業
十
ι
人
法
等
の
い
で
、

一寸
4
r
は
山
寸
混
合
開
（
に
寸
る

主
た
、
高
い
以
経
官
内
的
別
会

日
刊
に
足
羽
車
い
γ

什
を
肯
定
し
た
と
い
う
紋
司
所
内
結
論
は
珂
山
事
件
に
共
通
す
心
が
、
法
的
構
成
・
法
的
根
拠
は
全
〈
単
な
7

て
い
る

つ
】

一η
」一

七
本
吉
治
併
究
一
例
ほ
か
I4作

I 

株

EA4社
ら
乃
同
旅
庖
リ
円
の
状
川

（
事
句
作
内
概
要
÷
小
川
一

ヰ
件
に
は
、
一
両
外

Z
ね
と
そ
の
代
表
収
縮
技
で
あ
る
紋
片
Y
｝
が
は
川
波
紅
科
の
巾

U
L
U～
な
役
割
」
乞
担
う
て
｝
、
た

<f!L仁社学』 62r:; 4 J9Gi 7:;2 :zu12 .11 
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Z
A
は、

ヰ

m
H
f
数
百
の
柄
引
等
を
け
的
と
し
て
昭
和
↓
九

dう

る

代
長
取
締
佼
は
Y
－
、
で
あ
向
、
酢
時

年
に
設
立

点
【
伎
に
は

八年

月
ま
で
V

）
；
の
次
男
で
あ
る
鮫

U
Y
3
J
U
ヘ
札
い
て
い
た
2

紘
じ

y
tは
以
北
一
丘
年
八
月
に
Y
一ー

τ話
柄

成

し
ん
に
話
、
あ
る
が

Z
打
の
監
査
役
亡
あ
っ
た

Z
M
M
は

す
成
一
九
日
丹
な
い
し
だ
こ
ろ
に
は
事
丈
上
倒
産
し
丈
r

山M
M
L
Y
i
計
は
、
著
作
物
に
か
か
わ
る
著
作
権
内
世
間
崎
業
務
詰
↓
44百
拾
お
J
び
活
字
い
刻
す
る
敦
材
の
出
板
、
叛
充
な
ら
び
に
輸

出
入
、

E
本ユ
m
敦

t
d識
の
売
刊
号
抜
士
冗
竹
寸
を
日
持
と
し
亡
、
川
J

成

午
に
設
す
さ
九
九
九
一
代
以
会
社
で
あ
る
一

J

出
資
金
は
四
士

C
M

円
一
、
ヘ
六

μ

F

言

V4
「ドリムん

μ 

y
t
J
H
r
珂
つ
い
、
そ
の
他
直
名
が
二
五
口
を
出
資
し
た
ρ

設
。
当
初
は
Y
5
H
V代
表
取
的

で
あ
り

役
の
地
問
に
あ
っ
一
七
日
、

ヘ
不
二
一
月
μ
代
衣
以
締
役
会
一
出
紅
し
、
取
締
役
も
が
丘
し
と

℃
の
後
は
Y
3
が
唯
一
の

f
ヲ
ニ
「
記

1

l

、
日

取
締
役
ど
あ
る
一

y
l引
の
r
臼
業
員
数
は
設

v
以
伶
第

川
門
人
と
少
人
数
c
v
h
コ
た

f
iム
L

て
コ
、
ご
エ

3
1
干
1
1
Z
L
一
1
1
h

ふ
る
持
ム
ま
C
概
ね

取
締
役
会
お
よ
び
社
村
、
総
会
は
い
ず
れ
も
慌
世
主
れ
ず
、

併
営
利
阿
は
Y
5
が
専
わ
し
て
い
た
司

被
L
Y
2
朴
は
、

日
本
一
語
教
育
新
間
的
発
刊
・
販
l

冗、

U
本
州
身
、
古
川
に
関
4
る
情
報
の
提
供
業
務
M
W

寸
を
河
的
と
し
て
、

d
l
成

＝

片

じ
設
す
与
江

で
あ
る
c
U
T
K
H

一
は
三
っ
つ
け
γi「

で‘

v
－
〉
が
三
（
）
じ
、

U
Z
3
が一

立

、

Y
一
り
の
長
男
が

二八（）いい一

五
日
や
出
九
日
午
、
設
μ
一5
丸一た
2

伎
に
、

Y
2
許
の
出
資
じ
数
は
す
べ
て
V
二、
v

が
取
行
し

u
i広
一
八
午
仁
丹
に
宇
べ
て

Y
t
か
採
り

1,cj攻科討にお）ふる厚；十JE主咋

v

l
が
代
表
取
締
役
、

V
2
u
f
Y
一
べ
の
良
男
が
取
続
技
で
あ
コ
と

受
け
た
コ

Y
2
i
r
r一
の
設
、
一
円
一
初
は
、

そ
の
伐
、
制
肝
打
竹
・
併
任
日
が
あ

、一

J

；

h
V
A
4ヱ
ん
d
前
官

取
締
没
欠
点
よ
♂
付
員
総
会
は
い
ず
れ
ム
問
主
さ
れ
ず

の
取
的
役
と
な
っ
丈
「

Y
2
社
に
討
い
と
は

Y
り
と

Y

A
t
が
門
間
談
す
る
右
と

L
C、
企
業
淫
r
呂
そ
の
他
す
べ
に
が
決
定
さ
れ
、
い
た
川

Y
1
社
お
よ
び
Y
2
U刊
の
本
応
用
在
地
は
い
ず
れ
も
M
同
一
で
あ
っ
た

判
は
訴
れ
ノ
A
社
カ
ら
訴
－
河
川
比
一
川
F

仙
の
ピ
ル
山
リ

z 
千「

と
一
一
日
汗
ト
A
H
惜
し
‘

Y
4
、
Y
3
は
杉
並
区
じ
同
居
し
て
い
る
一
｝
と
が
吋
認
定
さ
れ
て
い
る
ο

入
ぼ
し
て
い
た
り
な
打
、

Y
5
、

公
一
℃

Y
）は、

Z
祉
の
応
E
XムU
祉
と
し
イ
、

y 

1 

Y
｝
の
長
男
ま
入
札
は

γJU

い
ず
れ
も
Y
5
、

γ
i打、

Y
2
刊
の
ほ
か
に
も
、

F昔

阪よ法学162 u + l'J7) 7:n i:三り12.ll) 



が
代
表
以
締
役
ま
た
は
取
締
役
を
務
め
る
、
許
外
3
7ん
、
詳
外
仁
社
、
山
外
D
位
、
訴
外
E
七
／
タ
を
設
ゾ
ア
レ
て
、

企
業
川
グ
ル
ー
プ

を
形
或

υ

、
い
い
ん

Z
併、

Y
1
？と、

Y
2
t
Jヤ
ハ

27リ
八
l

茎
明
グ
ル
、

＋～
h
l
一

J

d

l

、

l
i
J

）
 

電
子
会
議
官
守
手
通
ド

マこ
v

川件、

業
務
命
令
を
出
し
、
関
連
会
引
間
の
出
向
・
恥
給
す
を
合
む
人
事
問
日
計
一
L

芝
山
町
仁
、
経
営
ん
計
や
r
呂
業
方
針
の
決
定
註
J

を
伝
、
】
八
る
な
ど

L

ーにいふ」
0

・十五
L

工、

γtJは
Z
H刊
の
事
尖
上
の
倒
産
、

y
i打、

Y
2
社
の
代
表
取
締
役
送
付
ー
の
投
も
、

グ
凡

1
プ
各
日
刊
に
業
務
命
す
を

出
L
、
持
法
会
社
の
会
訟
を
村
川
肝
心
模
茶
店
斗
j

で
開
催
し
、
経
営
お
よ
び
主
払
い
の
優
先
順
位
に
時
ヲ
る
指
示
守
を
し
て
い
た
n

日

原
辛
口
の
請
五
九
存
（
4
J
案
内
総
件

k
p）

原

L
Xは

」句、

Z
刊
こ
忌
甘
さ
れ
七
ヂ

ー

：

i
：

1

1

：
f

J

－
忌
制
契
約
十
の

E
r
f
l
六

q
に
Z
引
μ
解
雇
さ
れ
た

円
九
州

μ
よ
り

中

T
凶

1
l
v
 

地
位
の
惇
誌
や
賃
金
支
払
が
訟
め
入
れ

z
l
l
u
 

一
「
均
九
九
止
才
i
η
l

九
判
例
巣
木
町
ハ
γ
鞍

判
決
は
同
干
六
可
に
確
定
し
心

九

J

れ

［

Z
H引
は
す
で
に
事
定
し
別
定

L
一
に
お
り

Z
社
に
か
か
る
判
伏
の
内
容
は
尖
研
究
一
れ
な
か
っ
ト
ん
っ

ー
は
、

五
そ
の
胞
の
信
権
告
に
対
4
る
債
務
を
免
れ
る
は
的
で

Z
祉
を
半
宏
九
ト
閉
塞
さ
せ
、
ザ
肝
川
市
円
安
強
が
は
と
ん
と
内

Z
朴
か
、

の
Y
ー
が
い
わ
】
ホ
ぴ
γ
2
－
ふ
ん
じ
口
業
与
の
丈
t
を
謀
寂
す
る
た
ど
ご
一
f

と

ど

＼

法
九
倍
否
認
の
法
叫
ん
に
茶
ワ
き
、

v
i
r
p
に
毘
片
契

hw

ー
の
権
利
を
有
す
る
地
仏

μ
あ
る
一
ど
の
確
認
お
よ
び
ぶ
払
役
会
の
支
払
い
与
を
求
め
た
つ
あ
わ
せ
て
、

Y
2
u
C
お
よ
び

Y
2
1
γ
日一

依
f
u
y
f
d
は
E
え
ム
r

の

放
で
は
な
い

Z
主
的
取
締
役
ご
あ
る
が
、
、
つ
つ
を
九
九
杭
ー
ニ
与
式
一
八
均
一
月
か
っ
休
職
1

u

k

い
た
ど
の

中
清
が
あ
る
一
に
、
京
法
「
じ
為
い
よ
る
京
謝
料
付
寸
を
求
め
た
。

3 

裁
訓
吋
山
川
の
叶
寸
阿
川

東
京
地
み
裁
判
叶
は
‘
法
人
格
汗
訟
の
法
涯
を
巡
用
し
て
、

y
l社
ぷ
Z
社
が

uv訴
刊
iw
でら
M

じ
ら
れ
七
九
十
行
を
の
じ
た
。

な
わ

色、
V
R
A

が
Y
1
社
に
刻
し
て
雇
用
喫
約
上
の
福
山
刊
を
令
す
る
地
位
に
あ
る
こ
と
が
稼
認
さ
れ

叫
訴
判
社
で
認
め
ら
れ
と
何
回
主
に
討
さ
一

本
判
決
禅
定
円
ま
で
の
賃
金
相

q
お
の
支
弘
い
を

Y
i
社
、
命
1A
た
＝
他
方
、

Y
2
判
お
よ
び

Y
3｛

Y
日
μ
対
す
る
お
求
己
、

向

扮
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精
神
的

Z
痛
は

Y
1
剤一に

L
Y
L別
訴
判
丸
と
同
一
凶
行
の
詰
式
一
番
認
め
る
こ
と
い
小
川
v
f
L

慰
謝
与
れ
る
も
の
と
し
て

H
Y～
却
さ
れ
九
人

法
人
此
畑
任
訟
の
法
聞
を
rm
件
ト
適
K
寸
る
に
あ
と
今
、
裁
判
例
は
漏
れ
司
法
科
所
の
お
例
f

世
土
山
割
合
事
件
・
品

ハ一

H
町
四
囚

七
民
集
二
＝
来
い
↓
一
口
勺
有

間
三
を
参
四
日
l
l
u

＼
法
人
唱
が
全
く
の
形
船
に
f
さ
ι
A
U

場
ヘ
一
口
十
、
法
律
い
の
沼
南
十
一
回
巡
一
3

F

の
た

め
い
混
同
川
さ
れ
f
り
が
ご
と
き
場
ム
い
に
、
法
人
MMμ

を
百
認
「
ベ
パ
三
と
う
ま
請

x
れ
る
印
刷
ん
い
が
牛
じ
る
、
と
述
べ
る
。
そ
の
う
え
で
、
札
州

刊
一
叫
は
u
川中
J

記
事
長
を
ふ
ま
え
て
次
の
よ
う
仁
述
べ
る

「

Z
計、

Y
I
社
及
び
Y
2
判
は

い

γ
れ
ム
木
本
一
川
F

行
地
が
川
と
あ
り
、

Y
R
、
＃
山
内

y
t
M礼
ぴ
次
回
A

の
Y
5
〈
い
ず
れ
も
同

R
L
ご

L
る
一
が
、
ト
人
口
の
又
は
中
矧
の
川
資
高
で
あ
る
と
い
一
も
γ

代
［
式
市
札
締
法
、

取
締
役
ノ
へ
は
監
t
江
E
Jの
役
員
を
務
的

三
判
開
ど
役
員
を
兼
「
じ
し
て
い
ノ
で
、
レ
ペ
、

t
記
三
社
円
お
い
て
は
収
締
役
会
疋
び
株
総
会

一
ノ
日
し
〉
J
4
h
E
C
一

σ

L

J内
J
J
4
4
山
初
心
忙
さ

一J
A
は
社
長
総
会
）

L
U？、

j

j

 

将
官
方
針
及
叫
ゾ
常
業

h
到、

企
業
活
動
の
ほ
ぼ
ム
τ山
：
ゎ
丈
一
Flypコ
が

日
併
珪
止
刊
ナ
人
事
異
動
守
、

組
織
の

J
－
縮
減
廃
介
、

育
行
し
一
＼
決
一
足
し
て
い
だ
こ
と
、

y
l社
は

Z
社
の
著
作
権
管
制
岨
止
が
校
対
山
収
部
門
を
独
占
7
dい
人
化
し
た
も
の
で
め
り
、

Y
Z
朴
も

V
－
ー
よ
り
新
開
発
J

打
部
汗
を
泊
り
法
人
化
工
ん
も
の
勺
あ
っ
「
も
と
も
y

示
2
h
一t

ほ
Z
が
り
一
一
呂
作
品
川
耳
目
1

た
ノ
ハ
ム
任
買
を
有
三
そ

の
た
め
ト
記
一
一
位
の
車
業

E
的
及
び
事
繋
内
針
に
は
共
渇
性
が
あ
る
ゴ
か
り
！
か
、
阪
古

し
炉
は
い
ず
れ
も
人
的
。
財
政
的
基
金

1,cj攻科討にお）ふる厚；十JE主咋

＼
そ
の
へ
し
業
活
動
及
び
売
i
等
の
収
録
の
殆
ど
を

z
tに
依
存
一
、
い
た
三
亡
、

V

J
個
人
の
住
民
税
に
つ
二
、

Z
が
に
YJ

小
切

7
を

必
り
出
ヲ
な
と
吋

tzm
混
同
ー
も
部
J

胤
め
ら
れ
る
こ
と
、
以
ト
の
諸
山
d

に
回
ら
せ
ば
、

Y
日
は
、

Z
社
疋
び
波
山
一

日
刊
十
一
利
己
的
リ
立
の

ま
ま
に
中
国
対
支
配
す
己
土
と
の
で
き
け
る
地
位
い
あ
コ
た
も
の
と
い
与
べ
さ
で
あ
ゐ
一
ヲ

7
h

社
の
「
問
問
芹
直
前
山
リ
緊
粘
土
小
払
賞
令
合
一
一
口
需
は

三一方
J

↓一、

r
k
f
L
l
l
 

能
川
口
近
く
と
な
っ
て
い
ゐ
方
ご
、

y
l社
じ
対
す
る
多
判
明
内
長
務

委
託
費
ぐ
Y
日
社
に
刻
す
る
多
殺
の
巨
木
詰
教
i
h

ド
訴
叫
別
代
史
び
業
務
委
託
申
立
は
寸
は
慢
先
し
て
支
払
〉
一
て
い
る
こ
と
、

Y
2
判
は
、
ド
成

八
年
四
月
こ
っ
か
ろ

Z
祉
と
競
八
リ
オ
J
G
日
本
語
教
師
者
同
議
区
を
慌
講
し
イ
受
講
討
を
Y
つ
一
社
に
移
p

守
し
て
い
ノ
三
、
と
、

Z
社山川、 ρ

、ノ
ス／
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保

F
金
返
事
一
会
問
凡
一
住
を
Y
2よ
ト

倒
産
直
前
に
多
額
の
滞
納
家
宣
及
び
明
一
新
料
を
支
払
う
こ
こ
に
ふ
っ
て
、

、
5
1
r
に
、
倒
垂
直
絞
に
は
、
受
講
止
及
び
顧
客
戸
タ
ヰ
一
被
青
↓
々
が
に
h
M

償
で
諜
減
す

J

人
j

府
所
J

れい地
E
あ
る
？
ピ
ル
二
階
疋
ぴ
一
陪
の
賃
借
桟
及
び

る
な
ど
そ
の
当
れ
オ
も
の
す
で
に
を
被
告
一
社
に
議
淀
L
、
ノ
ど
勾
結
来

Z
社
は
多
額
の
累
特
一
未
払
賃
金
債
務
を
銭

L
た
ま
ま
倒
霞

L
、

政
判
叶
は
戸
｝
の
よ
う
に
述
え
た
う
、
ぇ
一
じ
‘

Z
社
M
L
L
つ
C
い
か
ん
ら
の
と
半
人
目
的
に
同
一
の
事
装
を
継
続
し
て
い
る
。

Z
社
は
、

V

ム
プ
ど
カ
他
の
戸
内
也
者
に
対
し
て
負
担
一
ヲ
ゅ
の
卒
論
の
未
払
賃
金
生
寸
内
世
誌
を
免
九

被
告
祈
は
、
従
前
、

る
H
口約

C
、
呂
v苧
M

閣
の
す
べ
て
を
Y
1
社

そ
れ
肉
、
ぇ
、

之
社
の
相
川
十
お
よ
び
Y
I
社

Y
Z
杜
じ
点
都
品
せ
自
ら
を
制
問
Fh
山
片
山
い
た
も
の
と
認
め
る
の
が
か
戸
市
t
c
あ
る
と
し
ん
い

Y
2
社
へ
の
代
業
権
の
承
継
は
、

V
A
叫ん
t
の
般
の
債
権
益
に
刻
司
る

Z
M引
の
仲
間
務
め
h
A
悦
を

V
A

に
汁
ー
し
と
は

信
義
肢
上

ヨ
的
ど
し
ご
き
れ
れ
一
会
什
制
肢
の
説
明
円
あ
去
り
巳
法
人
格
汗
認
の
法
躍
を
迫
刑
C
4
y
d
c

X
に
対
L
て
Z
叫引が前一市川刊山砕い

Z
叫
引
し
し
は
引
阜
の
法
人
析
で
あ
る
－
一
と
を
土
張
ず
る
こ
と
が
で
き
ず

一
て
主
可
－
片
L
T出

1
1
1
1
1
f
i
h
 
げ

1
1
4斗
斗

f
a

j

j

l

 

Z
朴
レ
」
並
ん
で
責
任
を
此
「
ハ
わ
会
げ
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
、
へ
と
c

一
に
九
叩
じ
ら
れ
式
内
容
に
コ
い
て
、

こ
の
判
決
ヰ
不
服
1

一1
〕て
vλ

お
ふ
ぴ

Y
1
祉
は
件
訴
を
提
起

J

た
が
、

Vム

1
t
ほ
控
訴
後
ま
も
会
＼
こ
れ
を
収
内

l
げ
た
ミ

ι
か
ら
、

長

v
i
て
し
闘
す
る
州
市
八
万
の
判
決
は
流
乍
ピ
ー

な
お
H
K
訴
審
判
決
〈
京
、
民
高
判
平

ニ
ハ
労
判

。
凶
九
円
勺
ヒ

、～

Y
1
i
r
r一は岩

審
判
ぃ
決
心
百
い
液
1

〕
前
日
悦
に
出
一
芸
ト
倒
産
工
ハ

本
判
決
の
符
縦
と
許
制

本
川
川
イ
パ
は
、
事
主
上
閉
店
し
た
会
計
門
事
来
を
事
安
上
不
析
し

f
ど
さ
れ
る
公
判
心
、
例
区
会
社
内
労
働
者
の
雇
用
主
任
ま
認
め
ど

グ
ル
ー
プ
の
巾
校
的
な
会
社
を
I
j
y心
七
め
じ
了
会
計
や
湾
市
脱
会
社

も
の
さ
あ
る
c

毘
川
寅
州
立
が
開
廷
と
な
る
削
川
低
a

柳
川
散
＃
京
で
は

と
い
、
）
ん
ソ
ー
ス
で

あ
る

で
し
亡
、

を
倒
産
・
解
散
さ
せ
る
例
が
少
な
か
ら
ず
み
ら
れ
る
が
、
本
山
苧
業
は
中
絞
持
な
ム
ム
日
引
が
倒
産
し
ん
ん

r

刷
川
岸
、
r

寸
た

J

山
み
下
札
来
日
仙
叫
ん
、
事
装
伏
一

μ
μ
は
共
通
牲
が
一
U
め

ι

窪
田
川
責
任
が
ト
門
疋
さ
れ
七

Y
l社
の
規
模
は
詐
常
に
小
さ
か
う
た
一
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れ
る
J
M
U

の
の
川

こ
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が

こ
く
に
倒
産
前
後
の
令
渋
院

本
判
決
で
は
同
族
い
せ
営
の
支
忠
之
一
仔
部
に
検
討
｝

政
町
や
権
利
の
移
恥
に
着
目
ー
」
f
k

の
継
続
的
－
一
円

ド
え
れ
弓
疋
工
に
い
る

一
雇
弔
責
壬
；
よ
F
h

｛
ギ
ず
る
法
的
憐
成
、
と
し
仁
、
十
判
決
は
法
人
格
JAU
訟
の
法
珂
を
明
用
い
た
ο

法
人
格
h
u
認
の
法
却
は
、
あ
る
会
社
を
支

配
宇
る
こ
と
に
よ
コ
て
古
川
H
i
の
賞
作
を
れ
何
千
丈
主
計
（
也
へ
も
v

く
は
ん
山
社
、

が
、
法
ヘ
格
の
形
式
に

f

凶
1

九
て
貰
任
を
回
遊
ス
プ
る
こ

と
は
許
可
ヘ
C

れ
な
い
と
の
考
門
古
か
ら
、
川
夜
間
同
企
w需
の
法
人
併
を
特
定
の
法
待
問
河
川
ザ
い
お
い
ピ
否
訟

L
、
支
配
汗
（
支
配
会
計
・
恒
人
｝
を

権
利
＋
f

体
と
し
て
表
現
主
せ
る
こ
と
に
よ
コ
て
、
河
川
町
誌
の
妥
当
な
解
決
を
泣
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る

そ
の
要
件
は

法
へ
活
が
巴
川

用
き
れ
る
場
九
月
、
ま
七
は
法
人
絡
が
民
依
化
し
て
い
ミ
場
ふ
円
で
あ
る
＝

本
事
実
h
h
d

い、一、

Z
利
己
グ
ル
ー
プ
の
巾
山
ー
と
1J
亡
事
業
J
T
常

ん
で
お
り
、
形
散
化
の
要
件
を
充
た
す
余
地
は
な
い
ザ
し
た
が
、
二
、
法
人
格
の
説
明
委
一
検
討
す
る
戸
工
一
に
仕
る
が
、
法
人
格
の
椛
刑
ト
Y

一

は
、
法
人
格
が
株
、
士
に
よ
り
支
の
ま
ま
｝
山
道
E
U
r一L
江
主
配
さ
れ
て
い
る
（
支
配
山
要
件
）
～
ト
yp
！
日
山
之
、
支
配
者
に
述
法
ま
れ
～
は
不

当
の

i
的
一
J
的
の
安
件
）
が
あ
る
場
合
を
い
う
と
さ
れ
る
つ

ま」
q

す
、
川
仙
の
中
μ
作
に
悶
ー

V
2
u
p
r
山
川
市
店
所
街
地
が
以
内
一
で
あ
る
こ
亡
、

V
色、
L
f
ゴ
て
の
河
川
省
内
家
日
焼

公
判
決
は

Z
？と、

y
i
ι
、

が
こ
れ
丸
一
一
一
F
ー
の
山
川
奇
穴
で
あ
る

士
社
開
刊
で
川
氏
自
が
兼
汗
さ
れ
て
い
た
こ
ζ

、
三
し
炉
で
は
状
耐
役
会
弘
は
阿
慌
与
れ
ず
、

y
－
 

1,cj攻科討にお）ふる厚；十JE主咋

活
動
の
ほ
ほ
ム
ァ
一
征
に
わ
た
り
Y
一
ヲ
一
一
育
行
手
、
決
定
し
て
に
J

一
Lf

一
常
兵
部
門
た
る
佐
賀
、

事
よ
、
目

Y
ー
が
山
王
Y
？
千
の

Z
がんの

的
・
半
業
内
百
円
共
通
津
、

Y
j
u
n
k
Y
2
社
方

Z
H
＼
乃
依
存
は
光
、

Y
5
と
ノ
ル
け
れ
の
討
庄
内
部
出
向
を
指
判
官
し
こ
、

Y
U
カ

討
を
岡
山
己
の
怠
の
ま
ま
に
管
域
主
配
す
る
こ
と
が
で
き
φ
矧
付
に
あ
っ
p

と
し
た
υ

次
に
円
的
η
安
行
い
つ
い
て
は

Z
村

ur多
誕
の

累
積
未
払
白
人
ム
を
倍
、
え
て
い
る

j
h

リピ、

Y
I
社
じ
は
ん
多
様
力
業
務
委
託
申
立
を
仏
つ
九
J

り
、
主
人
人
滞
納
不
買
を
支
払
ブ
に
う
え

出
宇
政
川
町
〉

の
百
円
川
市
惟
を
Y
2
μ
引
い
承
継
さ
せ
七
り
す
る
な
ど
し

さ
ら
に
例
J4
直
慌
に
は
日
業
権
の
す
べ
て
を
Y
I
朴

Y
Z
朴
に

議
殺
し
て
い
る
こ
ど
伊
ら
L
4
7

る
と
、

Z
社
は
多
誕
の

K
払
賃
金
等
の
伸
明
仕
掛
を
免
れ
之
司
同
町
と
、

JE
業
μ

悼
の
」
司
べ
一
、
を
Y
I
村、

Y
2
社

主作一骨
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、
白
ら
を
倒
応
さ
立
た
も
の
と
認
め
る
の
が
椙
当
ご
あ
る
と
し
て
、
情
務
の
免
帆
が
は
的
で
あ
る
と
判
断
ー

ζ
～ニ

「小つ一
1

注
入
絡
の
説
い
い
よ
τ必
め
、
一
雇
用
男
什
を
Y
ー
を
に
f

円
で
し
た
一
〕

本－
1
ι
η
入、十四

法
人
情
有
認
の
法
却
に
閉
す
る
最
古
哉
の
叶
叶
仰
や
通
一
ム
間
的
4
場
心
上
か
が
っ
て
事
例
判
析
を
じ
っ
た
も
の
で
あ
り
も
」
州

た
な
法
的
枠
恒
松

AZ－
－
不
す
る
も
の
で
は
な
い
り
し
か
し
同
校
経
凸
に
お
い
て
、

Tm

斗
な
け
的
を
も
〉
一
仁
大

C
J刊
に
ギ
業
叫
が
織
の
克
也
L

が一
1
わ
れ
た
協
合
に
、
法
人
守
濫
用
を
訟
の
て
初
会
引
の
」
服
用
主
N
2
を
肯
定
し
た
こ
l
r
は
、
事
的
判
刊
し
乙
し
て
払
片
岡
照
的
ぜ
あ
る
ー

も
っ
と

b
y
I
社
の
雇
用
賞
作
J
L
4
4

円
疋
し
と
占
J

に
は
、
夜
明
が
な
い
わ
け
と
は
な
い
口
本
事
案
に
お
け
る
Y
5
の
支
配
力
十
木
事
業

の
志
主
性
”
不
当
性
？
っ

Y
ヲ
ト
よ
る
法
人
格
活
用
主
認
め
る
の
が
相
当
で
あ
る
と
じ
て
も
、

て
れ
に
よ
り
生
じ
る
支
vr
は＋
A
K昔
で

ーめと
Y
）
一
－
ど
そ
の
会
社
一
が
主
ろ
が
よ
さ
ぐ
う
あ
る
一

I
Y
ーは、

Z
社
お
上
び
純
片

一
社
を

E
己
的
空
の
ま
ま
に
活
科
正
配
す
る
こ
ト
Y

一

の
で
き
る
地
伶
に
あ
っ
た
」
二
と
は
、

y
l祉
が

y
oと
の
間
一
れ
に
お
い
て
じ
被
支
配
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
章
一
休
す
る
し
、
形
式
的
に

み
れ
ば
Z
社
の
倒
産
勾
況
で
Y
5
は
Y
I
社
の
取
締
没
守
の
う
鳴
に
な
く
、
そ
の
ま
い
い
K
P
L
Y
－
社
は

Y
5
と
関
係
が
無
い
と
も
い
え
、

そ
の
で
つ
な
V
1
1
F
に
責
任
を
迫
及

1
る
こ
1

一
は
、
論
阻
的
ト
妥
山
一
ィ
レ
一
也
内
れ
な
い
ι

十
仏
i

件
に
お
い
て
Z
柱、

V
4
1
J

べ
V
A
2
社
の
三
社
の
関
係
が
問
わ
れ
、

～
3

、

一

一

、jtめu
t

vム
1
1
ぷ
ι

y
l社
ぷ
一
一
用
u
R

併
が
仕
立
正
さ
れ
だ
の
は
、

と
Y
2
が
を
再
試
の
閉
山
子
ト
々
と
し
品
川
証
一
M
h

－、

Y
1
託
ド
ピ
幌
医
繋
JU
上
の
払
利
を
ム
討
す
る
地
併
に
あ
る
こ
と
の
布
認
や
む
日
↓
宗
一
ご
二

i
p

め

で
あ
る
と
解
さ
れ
る
“
と
f
J

る
な
句
ば
、

Y
5
U
グ
凡

7
内
の
池
内
之
社
に
ち
影
響
刀
毛
主
投
ぽ
し
こ
い
七
ょ
う
で
あ
る
か
ら
（
X
も

そ
の
上
う
に
ー
で
張
L
C
い
る
つ

Y
i
計
に
雇
用
貰
住
守
負
わ
せ
る
一
工
」
じ
か
で
き
る
と
の
町
般
に
A

げ
て
は
、
グ
ル
プ
対

η
他
の
会
社

じ
も
μ
品
川
菅
川
ー
を
追
及
せ
る
余
地
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
カ
場
企
、
、
十
位
崎
、
戸
市
γ
消
口
約
千
張
と
し
て
、
い
税
数
の
ん
2
1
刊
に
請
求
問
能
で

あ
る
内
か
、
と
の
説
河
川
ド
j

生
じ
ゐ
ハ
一
本
汀
決
で
は

Y
i社、

Y
2
社
を
、

Z
社
と
の
羽
山
昨
j
h
hね
い
亡
は
ほ
間
外
視

L
亡
論
じ
て
い
る
よ

与
で
あ
る
こ
ま
と
、

紀
前
Z
H刊
平
行
っ
て
い
と
も
の
と
し
丈
丘
的
μ
川

の
事
装
を
Y
i
判、

r
I
2
吐
ヂ
笹
山
許
し
て
J

る
と
も
主
ぺ
て
、

j

J

f
；
i
i
p
－

－

〕

－

l
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三



ゐ
め
り
、

ヘ
グ
ル
J

ブ
に
お
に
＼
付
院
ー
市
川
叫
辺
に
お
け
る
牛
コ
／
の
小
じ
干
州
市
T
K

ドh
f呼
応
す
る
た
め
に
μ

成
一
一
一
年
に
設

v
さ
れ
ど

以
取
結
伎
に
は
一
肢
の

ベ
バ
グ
ル
ず
の
グ
ル
ア
企
4

更
で
あ
り
、

川
以
ノ
ル
ャ
フ
の
市
場
開
発
式
部
に

い

い

yω

マ
ム
ワ
－
仕
は
、

閣
「
る
事
業
を
ノ

ι7も
の
と
さ
れ
に
い
た

京
外
Z
社
は
山
日
物
自
動
車
窓
送
事
業
パ
サ
寸
を
土
な
目
的
と
f

ず
る
会
社
じ
あ
る
が
、
も
と
も
と
は

A
グ
ル
ー
プ
い
い
射
し
仁
川
な
か
っ
と
川

同
グ
ゐ

1
7
九
日
グ
ル
ー
プ
作
業
ト
な
っ
た
%
は
‘
そ
の
本
店
所
在
地
を
Y
I
社
と
同

場
－
町
と
し

川
グ
ル
ー
プ
の
淫
送
部
門
と
し
て

運
営
さ
れ
ご
い
る
ー

Z
引
引
の
校
十
は

y
l祉
の
代
ぷ
取
続
投
が
そ
の
過
半
数
円
九
九
弐
を
布
し
て
い
る
ほ
か
、

y
i引
力
結

d

百
体
が
持

主
で
あ
る
こ
ま
と

Z
杜
の
取
締
役
に
は
、

Y
I
社
の
将
官
悼
日
下
山
見
川
て
い
と

（
）
’
一
一
円
月

Z
引
は
業
績
悪
化
」
乞
珪
出
と
し
一
＼

η
l
成

、
手
イ
父
、
」

ρ
w
P
4
h
M
！！よ
7

A
4

、
グ
シ

1
7
ζ
μ
パ
己
主

i

：
l

－
f

i

一4
1

、一！
t

ユ
丁
と
し
て
Y
I
社
の
取
締
役
！
ト
よ
っ
て
溝
凶
さ
れ
る
経
営
執
山
会
一
夜
が
、

グ
λ
i
プ
主
体
を
統
括
し
て

、

ゐ

令

一

C

L
 

L
 

ム

m
m
Eの
清
ぷ
内
存
f

山4
－
案
内
純
安
川
山
一
）

百ずれ

U
X
は
ν
成
一
一
一
年
か
ら

（

M
O
）
）

L
L稼
働
す
る
子
：
を
子

J

ク
ド
l
y

ト
、
、
干
す
う
よ
阜
の
ミ
キ
ン
ン
グ
オ
ペ
レ
！
ハ
y
r

｛た
1

U

＼
乙
－
一
初
は
岳
山
出
労
働
Y
4
1

〆「
J
ふ
成
仁
村
小
か
ら
は
内
川
町
民
労
働
主
と
し
て
一
幌
匝
き
、
パ
L

い
た

州
民
は

Z
余
に
な
る
が

ェ
；止

就
業
場
町
は
Y
2
社
で
あ
る

と
の
説
明
を
主
け
い
丈
刊
ぺ

雇
明

3K約
告
は
作
成
さ
れ

C
い

へ

Z
叫
引
か
ら

Y
2
社
へ
の
出
向
形
式
ま
と
る

な
い

o
X
は
尾
市
当
初
力
り
、

Y
2
朴
に
お
い

C
P卒
、
の
父
業
員
の
指

J

小
に
よ
り
M
O
F
し
と
の
業
務
に
従
事
し
て
い
た
の

平
成
一
九
坪
川
行
に
‘

Z
判
は

X
を
制
明
日
戎
間
引
廃
し
た
。
そ
内
役
労
使
笹
川
刊
の
込
山
刊
で
、

Z
引
は

X
幸
一
説
「
通
抑
止
ほ
す
る
ド
円
の
窓
忠
表
示

を
L
た
ο

こ
れ
ら
の
解
医
い
つ
い
て
は
、
仮
処
万
事
件
ド
お
い
て
い
ず
れ
も
粧
効
C
あ
る
l
L
力
次
f
E
が
な
九
九
ピ
い
る

一
、
札
制
肘
山
地
以
平

IL 

八
判
句
集
本
主
較
：
い
一
宇
一
ハ
ー
が
Z
什
は
佑
務
起
退
～
よ
り
経
営
U
J
ハ
態
が
恵
化
し
て
L
る
じ
／
し
て
、
平
成

江ニ

ic 
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月
に

X
に
対
午
、
町
雇
キ
－
4
4
U
I
U
、

xt，t
釘
麗
し
た
一

v

ど
し
い
は
事
情
説
更
が
あ
つ
れ
こ
1

二
、
札
幌
地
方

川
年
士
月

裁
判
所
に
保
ム
ァ
一
収
消

L
を
市
し
げ

前
記
決
定
は
取
り
消
さ
れ
た

（
札
幌
地
決
（
巾
二
じ

孔
粁
官
制
門
川
出
ぃ
A

4円い
L
4山
町

ー
は
こ
れ
ら
の
前
雇
が
笹
川
叫
で
あ
る
し
f
一
し
て
、
主
位
的
に
、

x
k
の
問
で
実
質
的
い
堀
田
市
契
約
す
め
る
の
は

Y
2
H刊
て
あ
る
と

d

て、

Y
Z
M引
と
の
問
の
尾
市
安
約
ー
の
納
付
縫
J

笠
寸
を
ト
中
小
町
、
J
4
γ

泊
的
に
、

Z
社
の
法
人
格
一
は
形
骸
化
し
と
お
h

川
、
あ
る
い
は
法
人
棋
の
昔

用
で
あ
る
と

L
て
‘
丈
質
的
じ
は

A
グ
ル
ー
プ
の
巾
私
人
命
素
で
あ
る

y
l社
と
の
同
ド
出
用
日
現
約
が
あ
る
じ
H
上
張

L
て、

y
l社
い
し
の

同
の
ほ
削
訟
に
川
上
の
地
仏
惟
認
等
Jγ
↑
求
め
九
人

, 

裁
判
附
の
判
断

L
問
手
也

J
t
H
U
F
L
1
4

4
小

1
4
h刈
j
去
宇
P
1
h

Y
H
の
十
位
的
治
1
4
を
ほ
ぼ
認
科
し
た

裁
判
所
己
、

V
A
が
当
校
か
ム

Y
2朴
で
の
川
一

O
と
し
て
の
綜
倒
を
予
定
i
子
Y
Z
M刊
の
セ
ン
タ
ー
氏
（
枕
位
予
定
あ
る
い
己

4
で
に

就
粁
）

の
凹
按
を
Hrス
付
、
も
で
は
二
～
そ
の
告
の
判
断
！
円
よ
リ
r力
的
手
作
が
決
定
さ
れ
て
採
用
き
れ
た
こ
と
、
労
働
明
、
vむ
の
締
結
｝
山
両
足

り
Z
L術
的
／
引
に
は
一
切
長
触
し
て
い
な
い
こ
1

一

み
劉
い
ほ
J
N
Z
が
γ

f
け
人
河
と
関
係
す
お
ご
ら
な
に
也

Z
祉
の
就
業
提
則
や
給
ト
ハ
J

想
定
の

迫
田
存
立
け
て
い
な
い
ご
ζ

、

V
2
井
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
ル
正
金
を
豆
沼

1
1
y
o
u－
の
七
／
タ
長
や
日
比
享
係
の
指
揮
命
令
や
駐

1,cj攻科討にお）ふる厚；十JE主咋

料
H

に

L
P
一
か
つ
て
労
務
を
提
供

L
じ
い
た
こ
い

労
働
条
件
の
変
更
は
も
っ
ぱ
ら

Y
？
七
ω
N断
に
よ
っ
て
二
〕
こ
L

X
ら
の
入
、
昨

は
乙
社
名
義
で
士
約
昔
、
れ

r

に
い
た
が
宮
山
H
的
に
は

Y
2社
い
か
負
押
し
て
い
た
こ
と

費
一
首
金

X
の
目
別
取
ら
守
口
約
に
は

Y
Z計
な

い
L
Y
1社
内
判
刊
で
ノ
れ
わ
れ
た
ご

K
を
指
抗
し
、

Z
社
名
表
の
鮮
民
通
知
吾
お
よ
汁
桝
－
h
H崎
市
出
証
月
脊
が
発
r

わ
さ
れ
丈
ほ
か
は
、

引
の
変
質
的
な
同
時
ヲ
を
う
か
が
わ
せ
る
事
背
は
巳
当
た
ら
な
い
と
し
た
ρ

も
っ
と

b
X
の
就
主
に
つ
い
て
は
市
円
形
式
が
と
ら
九
て
い
た
こ
と
；
η
ら

Y
Z
M引
が

X
い
抱
短
命
令
を
行
い

V
A
ら
内
人
tv川昨年会一

中
、
町
、
的
に
わ
担
す
る
こ

t
h
v↓
快
と
も
い

λ
る

し
か
し
裁
判
所
は
次
の
よ
う

μ
花
べ
一
、

出
向
脈
問
係
の
ん
汁
汗
を
否
ー
だ
1J
た

z 
阪よ法学162 U'420o! 741 C三り12.11' 



「

Z
許
も
Y
2
h
r
L
J
O
A
グ
ル
フ
に
属
す
ゐ
会
社
得
、
あ
り
、
経
営
内
容
？
財
政
又
援
等
に
関
す
る
尖
民
的
な
文
配
は
、

い
ず
れ
も
Y

i
去
に
よ
っ
て
J

れ
わ
れ
て
い
た
こ

') 

•/) 
< 

it 
問
弁

以／仁社学』 62r:; 4 2!1Gi 7,2 :zu12. ll 

V
－
2
uむ
に
お
い
て
ノ
付
わ
れ

に
お
い
て
の
み
主
要
υ

－
さ
れ

新
人
」
に
雇

市
ぺ
は
べ

PJ十
l
臥

7

｛： 

滑
さ
れ
丈
、
ら
の
で
あ
町
、

Z
社
一
利
体
う
従
前
行
つ
一
し
き
た
業
停
と
は
河
り
の
珂
わ
り
ム
九
JJ
＼
新
起
に
採
吊

Y
2
けれの
M
O業
務
は
、

す
る

F

～
と
と
な
一
川
町
O
の
雇
用
を
Z
朴
に
お
い

C
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
が
あ
一
た
と
は
い
い
疑
い
？
、
と

実
際
に
も
M
G

と
の
同
の
労
働
川
崎
約
明
河
川
析
の
件
、
心
、
そ
の
労
健
条
件
等
の
実
目
的
主
決
疋
、
そ
の
方
務
官
埋
等
に
中
」
九
人
三
＼

Z
M刊
の
持
与
は
恨
め
て

洋
d

山
骨
な
す
も
内
「
あ
れ

一
九
じ
か
何
ら
Y
2
社
い
よ
う
L
変
質
υ

却
に
」
れ
わ
れ
て
い
た
も
の
と
い
わ
苫
る
を
待
な
い
に
」

い
ひ
と
し
て
の

採
用
特
に
お
け
る
X
に
刻
L
4
7

吋
伝
説
釈
に
お
い
て
も

Z
祉
の
一
昨
罵
と
主
主
旨
の
陥
問
中
な
羽
昨
八
円
、
レ
r

宇
と
ま
り

山
山
内
広
お
や
そ
の
条
件
γ一

山間
L
4

司
令
い
共
休
的
な
説
明
ち
さ
れ
て
い
な
い
こ
ど
、

づ乙
1
l
ワ
グ
牛
2
4
J
S
F〈
J
b

、

；
t
r
G
q
b
i
o
 
Y
2
社
で

h
wつけ
A
O
業
務
め
と
め
に
、

y
i
H引
の
青
、
内
に
よ
っ
て
一
品
外
B
泥
輸
が
設
立
主
れ
γ
lぜ
る
こ
と
な
と
か
ら
t
れ
ば
、

Z
什
か
ら
Y
2
社
へ
の
出
両
氏
係
は
、
あ
く
ま

一
に
形
式
的
な
も
の
と
い
れ
ざ
る
を
得
ず
、

Z
社
心
、
少
な
く
と
も
X
ら
M
Oと
の
関
係
に
お
い
て
は
、
給
与
の
土
払
と
明
細
主
宮
内
発
行
、

子
、
口
保
険
事
持

淫
戸

4

保
険
一
寸
蒋
等
弁
わ
う
代
行
機
関
じ
す
さ
な
か
』
P
L
J
ゅの
ζ

計
制
v
J
得
る
と
い
う
べ
お
れ
で
あ
内

M
O
で
品

4
1

の
労
働
喫
一
り
が
zhrLPf一
の
両
手
戒
す
レ
ペ
い
ゐ
F

k

a

一Jγ
間
援
に
す
る
山
川
向
関
係
、
か
実
質
的
ド
も
行
在
午
、
い
だ
も
の
こ
認
め
る
一
一
乙
は

困
難
と
い
う
べ
き
で
あ

円以

f
か
」
り
放
斗
所
は
、

λ
と
の
問
の
実
質
的
な
使
謂
従
属
司
係
は

Y
2
社
と
の
問
で
存
仏
し
こ
い
か
ん
と
い
え
、

V

ムと
Y
2
社
り
十
一
質

的
な
～
理
的
怠
思
制
刑
釈
と
し
に
は

x
k
y
z社
と
の
問
の
黙
一
引
の
労
働
契
約
の
山
叫
す

ら
れ
る
と
い
う
べ
主
で
あ
る
と
斗
析

d

YA
は
J

味
川
時
に
Y
2
社
と
い
ガ
慨
契
約
を
締
結
し
て
い
た
う
」
と
が
認
め
ら
れ
ど

さ
ιη

ド

Z
什
が
打
つ
一
九
人
燃
友
抑
止
同
組
・
官
遇
制
肝
庄
は
蛇
対

に
あ
り
ま
ヘ
r
Z
社
の
解
散
を
坦
由
と
す
る
前
庭
は
部
出

μ
な
ら
な
い
と
し
て
、

λ
じ
Y
2
引
と
の
同
で
一
庭
用
ヂ
～
約
［
内
地
位
を
有
す

る
こ
1
Y
7十
一
日
仰
J

約
九
～



1 

本
判
決
の
特
役
日
一
許
制

本
判
決
は
、
術
数

L
ん
了
ム
百
九
の
労
働
者
が
事
完
し
就
繋
ー
ニ
L

い
た
グ
ル
、
プ
刊
の
会
計
に
、
当
該
労
働
吾
の
一
雇
用
責
任
を
認
め
と

も
の
と
あ
る
コ
本
件
に
お
い
C
V
A

は
干
位
的
に
、
丈
m
H
的
な
足
場
契
約
が
す
～
ぷ
丸
で
あ
る
Y
2
社
し
し
の
間
に
あ
る
と
し
こ
Y
Z
社
に
対

し
て
ほ
刷
費
作
を

d
J町
、
子
情
的
に
、
法
人
MMμ

行
認
の
法
河
内
週
泊
を
、
十
張
し
て
グ
ル
ブ
の
中
較
的
企
長
で
あ
る
Y
1
村
に
け
吋
之
、

雇
用
立
仔
を
求
め
れ
↓
川
本
判
況
は
、

X
Lど
Y
Z
社
と
の
同
日
い
山
J

船
山
一
契
約
持
係
長
一
認
め
、

X
一h
吋

γ
る

y
z
tれ
の
ほ
南
京
汗
を
肯
定

L
た

一
一
一
、
〉
、

z

y

b

」
力
品
レ

X
が
マ
よ
ザ
吋
い
、
一
江
川
し
ヘ
J

法
人
一
M
M
I
い
認
内
法
川
村
の
活
川
市
リ
当
ア
討
に
つ
い
て
は
検
討
さ
九
て
い
な
い
コ

叫
心
的
勢
J
U
は、

労
働
円
が
使
用
V
刊
に
怯
刑
さ
わ
て
守
働
し
、

品
山
州
出
品
が
こ
れ

μ
対
じ
一

F
H金
を
主
払
う
こ
L
Y

一
円
ノ
い
て
、
労
働
昔
1
Y

一

使
用
昔
が
卦
告
す
又
司
号
、
と
に
よ
っ
て
成
心
す
る

v
z
q
h
引
い

Z
M刊川問は、

Z
社
が
使
用
者

本
事
実
い
お
い
て

〆
労
働
相
〈
約
法
六
朱

で
あ
る
と
誌
識
し
て
お
り
、

X
Jち
Z
朴
名
義
内
給
f

ヰJ町
籾
ヰ
ホ
け
を
JJF棋
し
、
ま
だ
V
A

は
仮
処
分
事
件
ザ
サ
に
お
い
て
乙
れ
と
の

mm労
働
呉

約
関
係
企
前
提
と
し
て
い
れ
一
と
の
半
情
が
あ
る
り

こ
れ
一
つ
の
Z
か
ふ
り
す
れ
ば
、

Z
H
n
B
r
x
と
の
内
｝
山
労
働
契
約
に
関
す
る
ん
ま
が
め
つ

た
「
）
に
も
み
え
る

ー
も
か
し
X
ば
採
比
一
山
一
↓
初
か
れ

世

H
L
「
を
つ
一
計
二
、
就
k

到
し
ど
お
れ

X
と
U
V

ムフ一ト」
ζ

の
泌
ー
は
お
旦
祷
り
位
向
ん
関

。fT
J
忍
う
つ

ν

る

も
J

一一「

J

O

L

J

芯
式
的
に
は

Z
一7FhJX
の
坊
山
田
4
7！
で
あ
っ
た
と
二
、
も
一
も
ワ
〆
も
Z
引
ノ

X
の
罰
で
雇
一
円
何
人
約
士
一
一
は
交
わ
さ
れ

1,cj攻科討にお）ふる厚；十JE主咋

一
主
主
、
、

t
｝

v
h－u
L
～
 
X
と
V

2
社
こ
の
河
内
主
絡
め
明
i
h
州問
r

悼
の
実
態
に
右
目
し
て
臥
…
引
の
労
働
M
K
約
の
泌
す
ー
が
認
め

λ
れ
る
可
誌
や
ー
が

あ
っ
た
コ
も
ち
ろ
ん
使
弔
問
判
係
の
存
在
の
み
で
黙
一
不
の
労
働
契
約
の
戊
d

か
リ
一
ね
に
認
の
同
れ
る
わ
け
で
は
な
ノ
＼
方
的
白
が
紋
長
引

の
指
揮
命
令
の
ら
と
い
就
業
先
ー
、
労
務
を
提
供
す
る
意
見
合
右
し
、

一
｝
れ
に
け
刈
L
亡
、
就
業
先
が
そ
の
対
何
と
し
て
労
働
お
に
賃
金
を

支
払
う
意
思
合
一
岳
令
す
る
も
の
と
併
記
一
さ
九
社
会
通
念
上
、

両
自
民
三
労
険
契
約
を
治
結
す
る
v目
の
広
忠
表
一
市
内
台
致
が
あ
う
と
と
許

秘
で
き
る
に
比

υノy
Q

事
情
が
応
耐
久

そ
の
と
め
し
は
、
が
一
約
当
事
者
と
さ
九

ω
便
刷
名
の
存
在
が
形
式
日
刊
名
口
約
を
す
も
の
に
す

ぎ
な
と
工
一
守
、
、
事
実
の
使
用
抑
例
代
F

い
あ
る
高
が
員
長
話
そ
の
地
の
労
働
条
件
在
日
決
定
1
－
て
？
と
と
訳
め
る
ヘ
き
半
情
が
あ
ミ
こ
1
Y

一
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な
と
い
か
求
め
つ
れ
る

（
サ
刀
テ
レ
ビ
事
件
E

j

惜
司
有
判
附

π八
・
て
ゆ
ヒ
判
時

、yv↓
1
L
1凶
1」－
3

1

j

J

V

L

J

 

三
主
主
空
間
三
事
十
五
上
の
使
用
関
係

に
あ
る
主
が
、
労
働
寺
の
採
用
1

ト悶
f
J

ぜ
て
い
な
い
と
か
、
労
働
者
の
労
働
条
件
の
決
定
や
変
史
を
行
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
場
合

い
は
、
批
示
内
労
働
契
約
の
成
立
は
台
｛
記
さ
れ
る

一
バ
ナ
ソ
一
プ
ク
ブ
ヲ
ズ
マ
一
7

J

ス
ブ
L
f

川
ス
「
）
併
件
・
最

、
リ
r

J
u
l－－
 

ιr

、

一
八
刻
一
時

f

七
ハ
号
一
五

百三。

ヰ
事
案
に
お
い
て
及
川
川
一
川
い
か
認
疋

L
た
と
こ
ろ
に
よ
九
ゴ

X
の
山
津
川
の
段
階
か
ら
Y

2
引
は
川
河
f
J
L
、
リ
芳
侵
条
件
の
変
更
は
も
っ

は
ら
Y

2
社
が
r
も
コ
て
い
と
。
て
れ
に
対
し
て

Z
社
内
羽
与
は
、

X
の
ほ
市
町
、

就
業
時
、
労
働
条
件
内
法
五
時
の
い
ず

H
に
お
い
て

も
ほ
と
ん
し
ど
な
が
っ
七
こ
と
が

決
正
問

f
あ
る

こ
の
内
が
け
ど
も
Y

2
社
と
の
問
の
川
間
以
の
労
働
契
約
の
成
与
を
肯
疋

iaこ
そ
う

で
あ
る
が
、
木
事
実
い
は
さ
h

つ
に

Z
計
的
存
在
が
形
式
的
々
一
司
的

rあ
る
こ
と
を

7
か
が
わ
け
門
主
司
史
去
が
あ
る

c
t
な
わ
ろ

Y
Z
社

の
設
立
、

Z
行
解
散
役
合
叶
外
B
運
輸
の
設
2
と
い
～
一
七
い
ず
れ
の
場
出
に
お
い
て
も
、
グ
ル
ー
プ
同
で
宇
一
質
的

X
ら

M
O
円
程
岡
市
、

な
支
配
々
を
行
使
寸
る

Y
i
H引
の
意
向
が
反
民
主
れ
ζ
き
た
一
グ
ル
ー
プ
の
中
較
的
な
企
業
で
あ
る

Y
i社
の
土
配
力
ド
崎
い
一
一
し
r
ふ
円

J
L
I
d
－，
F

p

f

f

J

〉

：

）

A
Z
町
一
ト
う
な
ャ
っ
け

r
f
z
ι

独
自
松
い
き
弱
め
る
に
と
に
な
ゐ

で
は
、

Z
在
が

xhlJM
り
を
川
植
民
〆
て
Y

2
か」

じ
出
向
さ
い
己
る
こ
と
に
つ
に
ど

ω独’
H
山
島
市
ふ
糾
い
は
呈
出
？
い
が
た
く
こ
れ
は
も
ワ
ゴ
ら

A
グ
ル
ゾ
の
事
業
ん
剣
〆
了
〕
て
行
わ
れ
七

一
と
じ
？
っ
か
が
え
る

と
く
に
一
民
放
経
伝
に
よ
る
八
L
Z
R
7
ル
ブ
内
で
出
結
目
的
な
ヘ
業
の
必
配
ん
は
一
ば
じ
ば
伯
一
た
で
あ
る
ミ
ど
が
砂
川
生

認
さ
れ
る
。
も
万
一
と
も
裁
判
叫
は
、
本
事
案
ド
ア
同
族
経
常
で
あ
る
こ
と
に
は
そ
れ
は

t

重
さ
を
、
b
い
こ
い
な
い
よ
行
ご
あ
る
コ

さ
＼
本
事
栄
一
ぐ
仮
に
耽
ド
の
4
A
倒
h朝、
利
引
山
川
h
J
f
r
J仙
の
勺
れ
な
〉
っ
た
場
合
、
決
人
格
J心
刊
誌
作
法
司
会
周
期

L
P
－
Y
1
社
内
一
区
南
川

貢山

1
5一
肯
定
す
る
こ
と
は
む
能
と
あ
ヲ
た
で
あ
ん
一
っ
か

X
の
予
情
的
」
下
町
間

前山地
2

d
今
一
の
と
お

υ

法
人
格
↑
ボ
門
司
仙
の
法
理
委
一
日
出

用
す
る
に
は

法
人
れ
乃
形
骸
化
人
口

L
r＼
は
草
川
が
認
的
ら
れ
る
こ
と
会
一
変
す
る

黙
小
の
労
働
相
～
約
内
成
立
に
つ
い
て
述
ベ
ー
に
部
一
分

ιrhつい片山、

Z
朴
の
形
式
的
名
門
的
性
絡
が
杭
訊
Z
れ
る
市
、

Z
祈

γ一

こ
れ
ほ

X
な
い
し

VAft
含
む
M
O
レ
ペ
的
関
係
f
の
討
で
あ
る
）
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三

二



と
あ
り
役
員
tkt
兼
任
し
て
ド
た
こ
と
に
崎
、
ょ
、

一
体
一
勺
あ
る
こ
と

ャ
同
一
向
告
の
古
争
中
冗
に
一
首

〈

y
tは
Y
一
、
の
妻
、

Y
3
は
Y
5
の
次
男
一
一

及
さ
れ
v

い
る

民
は
4
h

の
日
さ
ギ
ス
は
労
働
事
件
に
お
け
る
判
断
に
官
経
影
響
ト
q

る
市
夕
、
案
で
は
な
い
が

に
刊
一

H
d問
心
J

百
疋

こ
れ
ん
l

ノの

し
ん
ど
と
は

司
長
月
山
t

ー
で
！
ち
る

l
i
i
r
J
t
’
 
と
を
立
誠
た
吋
析
が
な
さ
れ
た
ニ
と
を
う
カ
が
打
せ
る
も
の

F
あ
る
υ

第
事
、
控
訴
審
判
決

句
1

勺
十
。

J

L

U

 

Y
日
が
そ
の

他

方

ウ
J

グ
ル
ー
プ

Fr楽
に
実
質
的
な
支
配
h
M
A
芝
府
吹
ぼ
し
て
い
え
一
｝
と
を
推
測
し
行
フ
一

族
と
と
も
に

ブ
ス
ほ
か
事
件
で
は
、
故
判
一
叫
は
同
故
山
行
活
で
あ
る
こ
と
に
あ
ま
り
重
さ
を
お
い
ピ
い
な
い
よ
っ
ご
あ
る
ー
も
っ
と
も
同
事
案
亡
は

放
が
グ
ル
ー
プ
へ
か
長
の
、
要
没
取
に
此
い
て
い
七
も
内
内
、

一
於
に
よ
る
独
両
刊
が
み
ら
れ
る
わ
け
と
な
ノ
＼
そ
の
意
味
一
じ
は
刷
版
将

v
U
H
と
し
て
の
性
格
が
弱

ru一
た
り
能
性
が
あ
る

と
は
し
χ
同
事
実
が
仮
に
日
比
況
粋
営
土
下
い
と
す
る
な
九
ば
、

Z
H刊レ一、

Z
社
の
労

働
者
に
あ
っ
た
五
日
刻
司
ミ
恒
岡
山
支
ド
が
肯
定
三
れ
た

Y
2
什
は

グ
ル
ー
プ
山
い
の
了
会
什
同
土
の
関
係
に

f
ぎ
F
J

V

一

宮

Y
2
村
カ

中
へ
目
的
な
牧
市
従
民
院
係
を
持
ち
去
る
一
｝
と
に
な
J

一
た
の
か
の
お
叫
が
難
し
い

同
校
経
営
で
あ

J

と
こ
と
が
、

y
i
叫
引
の
支
札
ー
一
口
、

グ
凡
l
i
ブ
内
的
結
束
を
推
認
き
せ
る
方
向
に
竹
川
し
た
り
能
性
が
あ
る

η

一
月
放
経
什
に
お
け
h
e
支
配
ん
の
閉
さ
を
判
附
す
心
じ
あ
た
っ
て
は
、

形
式
的
な
要
主
を
筒
、
ん
て
い
る
か
ど
け
で
は
な

L
丈
常
的
な
料

断
吋
J

一
ぷ
戸
一
札
な
く
て
は
な
ら
一
J

いこ

絞
に
よ
る
株
よ
保

h
ゃ
出
資
の
尖
結
、
役
目
的
兼
任
は
、
」
一
く
、

μ
会
わ
止
の
規
模
v尚一J
川
さ
く
な
れ

江
、
日
放
経
y
t
R
一
に
お
い
て
は
ご
く
白
通
に
い
一
っ
配
る

F

－
と
ご
あ
ハ
ペ

そ
れ
ば
～
け
で
文
配
力
の
，
関
与
を
邑
叫
す
ゐ
も
の
で
は
な
い

間
放
経
呂
以
い
れ
の
場
合
に
も
あ
て
は
ま
る
こ
と
て
あ
る
が
、
企
業
グ
ル
ー
プ
内
で
同
の
労
使
命
K
Mい
を
定
め
る

F

と
や
、

グ
ル
ー
プ
企

業
各
M

引U

叫
ん
グ
凡

1
7
m
方
引
に

L
たいか

h

つ
こ
と
ム
ご
，
、
宮
通
の
一
と
で
あ
’
t
t
m
H約
な
主
配
々
が
あ
b
ご
と
を
認
め
る
た
ー
の
に
は
、

そ
の
支
配
布
が
企
長
グ
ル

l
y内
心
会
社
内
同
町
一
ザ
ソ
ア
仔
山
一
を
ど
十
わ
い
す
る
山
場
に
あ
る
l
r

か

そ
の
会
社
の
枇
山
一
件
・
独
向
性
を
欠
わ
せ

ピ
い
る
と
か

J

て
の
ん
ム
引
引
が
円
ら
の
労
働
契
約
四
判
係
じ
つ
い
て
刊
新
や
決
定
が
で
戸
な
い
l
L

い
了
プ
一
ー
え
配
合
ず
し
慢
の
実
際
心
状
況
が
‘

ぽ
認
さ
恥
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
話
、
え
る
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ク

法
人
結
合
訟
の
法
闘
の
適
用
の
効
票
と
ー

d

て
の
ぼ
岡
山
ト
一
民
引

リ
六
十
円
凶
叶
究
所
ほ
か
鴇
件
1

ト
お
い
ど
よ
又
京
地
方
裁
判
所
は
、
法
人
格
否
認
の
法
回
一
の
地
時
の
効
果
子
ぷ
＼
別
会
が
の

E
↑一一頁任

を
け
打
定
ー
し
た
コ
法
人
情
の
ア
行
認
の
法
理
を
辺
市
す
守
一
と
に
上
つ
仁
、

4
いへい仇一
u

が
記
な
る
別
会
社
に
未
払
賃
金
債
務
や
損
害
賠
償
商
務

と
い
っ
L

／
余
銭
情
務
を
お
え
＼
サ
倒
ι
H
と
の
継
続
的
な
河
係
と
な
る
尾
市
頁
一
江
主
で
同
わ
せ
る
一
｝
と
は
、
果
た

L
P
一
安
心
当
と
あ
ソ
ウ
つ

か。
市
応
一
馬
船
井
喜
一
事
件
（
偲
島
地
吋
町
五
（
）
唱
七
・
一
一
一
方
灰
集

一
ハ
登
四
り
立
人
口
一
向
、

は
、
凶
川
波
将
7け
に
よ
る
企
業
グ
や

l
ブ
九

ご
了
会
計
が
前
散

L
七
平
山
市
～
ho
い
て
、

前
散
に
と
も
な
も
つ
労
働
省
の
的
要
が
不
当
労
働
行
為
に
あ
た
と
場
ム
口

μ
法
人
袷
zh
口
訟
の
法
R

か
路
用
さ
れ
読
ん
μ
祉
の
一
雇
用
主
JF
か
肯
止
さ
わ
七
と
い
う
も
の

rあ
る

日
ι
平
安
で
窓
口
同
地
方
裁
判
所
は

法
人
格
の
R

’
別
刊
を
形

式
的
！
戸
国
間
A
G
＋
キ
入
札
ん
ぶ
祉
に
一
一
帯
契
む
ト
の
校
府
高
と
し
て
の
京

ι日
午
品
川
え
な
い
と
す
ノ
ヴ
と
が
一

ι義
、
衡
平
の
観
念
に
反
し
、
極
的

イ、

当

で
あ
ふ
場
合
に
は
、
法
人
格
面
訟
の
法
珂
が
説
明
さ
れ
る
と
の
4
7
J

え
を
不
し
た
労
働
法
学
説
の
多
く
は

P

一
の
守
携
を
支
持

ー
〕
て
え
：
ご

も
っ
と
も
同
裁
判
所
は
次
の
で
つ
に
も
泌
べ
て
い
る

宇
な
わ
L
F
つ

の
従
量
究
員
ど
い
て
履
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叫
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叫
／
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瀞
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れ
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